
第６号議案

平成３０年度東京都台東区国民健康保険事業会計予算

平成３０年度東京都台東区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，０１７，０００千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。

 （一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、５０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当

等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。

平成３０年２月９日提出

東京都台東区長  服 部 征 夫
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金     額

（単位：千円）

1 国民健康保険料 　   6,171,680

1 国民健康保険料 　   6,171,680

2 一部負担金 　  2

1 一部負担金 　  2

3 使用料及び手数料 　  60

1 手数料 　  60

4 国庫支出金 　  1

1 国庫補助金 　  1

5 都支出金 　  14,569,932

1 保険給付費等交付金 　  14,569,932

6 財産収入 　   1

1 財産売払収入 　   1

7 繰入金 　   2,853,592

1 一般会計繰入金 　   2,853,592

8 繰越金 　  400,000

1 繰越金 　  400,000

9 諸収入 　  21,732

1 延滞金、加算金及び過料 　  5

2 預金利子 　   10

3 雑入 　   21,717

歳   入  合   計 　  24,017,000
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歳　出

款 項 金     額

1 総務費 　  517,809

1 総務管理費 　  404,205

2 徴収費 　  113,604

2 保険給付費 　  14,563,369

1 療養諸費 　  12,593,820

2 高額療養費 　   1,777,956

3 葬祭費 　  21,000

4 移送費 　   410

5 出産育児諸費 　   155,400

6 結核・精神医療給付金 　  14,783

3 国民健康保険事業費納 　   8,256,488

1 医療給付費分 　   5,725,847

付金

2 後期高齢者支援金等分 　   1,746,356

3 介護納付金分 　   784,285

4 共同事業拠出金 　  3

1 共同事業拠出金 　  3

5 保健事業費 　  210,155

1 特定健康診査等事業費 　  180,477

2 保健事業費 　  29,678

6 諸支出金 　   31,003

1 償還金及び還付金 　  31,002

2 公債費 　  1

（単位：千円）
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款 項 金     額

7 予備費 　  438,173

1 予備費 　  438,173

歳   出  合   計 　  24,017,000

（単位：千円）
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